
東京学芸大学附属図書館内カフェ運営業者の公募について 

 

 

本学における附属図書館内カフェ運営業者（以下「運営業者」という。）を下記に

より募集する。 

 

１．業務の概要 

業 務 名：東京学芸大学附属図書館内カフェ運営業務 

業務概要：東京学芸大学附属図書館内カフェの業務を運営する。 

業務期間：令和８年４月１日～令和１３年３月３１日（５年間） 

     ただし、年度ごとに協議により更新するものとする。 

 

２．参加資格 

(1)国の競争参加資格「資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」において令和７年

度に関東・甲信越地区の「役務の提供等」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級に格付けされ

ている者であること。 

(2)東京学芸大学契約事務取扱規則第４条及び第５条の規定に該当しない者である

こと。 

(3)国、地方公共団体、国立大学法人等から取引停止の措置を受けている期間中の

者でないこと。 

(4)カフェ運営あるいはこれに類する業種について３年以上の実績があり、安定し

たカフェの運営が可能で、現在も継続中の者であること。 

 

３．公募要項等の交付 

交付期間：令和８年２月１２日（木）～令和８年２月２７日（金） 

     ９時～１７時（１２時～１３時を除く） 

※土、日及び休日を除く。 

※交付希望者はあらかじめ下記までご連絡ください。 

交付場所：東京学芸大学 財務・研究推進部 

研究・連携推進課 連携第二係（本部棟１階） 

住  所：東京都小金井市貫井北町四丁目１番１号 

Ｔ Ｅ Ｌ：０４２－３２９－７１１５ 

 

４．企画提案書等の提出期限等 

  提出期限：令和８年２月２７日（金）１７時００分まで（厳守） 

提出場所：上記３の交付場所に同じ 

提出部数：正本１部、副本５部 

提出方法：持参または郵送により提出すること。  



（持参の場合）あらかじめ上記３の交付場所まで提出日時をご連絡ください。 

       ※２月２５日、２６日は学部前期入試のため入構できませんの

でご注意ください。 

（郵送の場合）一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により、提出期限ま 

でに到着するように郵送してください。 

 

５．運営業者の選定方法 

応募者が提出した企画提案書等を、本学「公募型企画競争選定委員会」が評価し、

最も優れていると判断した者を運営業者として選定する。 

 

６．その他 

(1)応募にかかる保証金は徴収しない。 

(2)業務期間は５年間とするが、社会情勢等の変化により事業運営の継続が困難とな

った場合には、本学と協議できるものとする。 

(3)参加資格のない者から提出があった企画提案書、公募要項に記載のある要求要件

を満たさない企画提案書、提出期限後に提出された企画提案書等は無効とする。  

(4)契約締結にあたっては契約書の作成を要する。 

(5)「国立大学法人東京学芸大学の契約に係る情報の公開に関する基準」により、運

営業者名、契約金額等について公表することがある。 

(6)その他、詳細は公募要項を参照すること。 

 

 

 

 

令和８年２月１２日 

 

 

                                         

                  国立大学法人東京学芸大学 

                      事務局長 高橋 正敏 

                          （公印省略） 


